
                                平成 24 年 7 月 24 日

                           福 祉 部 介 護 保 険 課

指定地域密着型サービス事業者等の指定について

介護保険法（平成９年法律 123 号）第 78 条の２第１項および第 115 条の 12 第１項

の規定により、下記のとおり指定地域密着型サービス事業者および指定地域密着型介

護予防サービス事業者の指定を行う。

記

１ 区外指定地域密着型サービス事業者

事業所が所在する保険者との協議の結果、練馬区が利用を認めた被保険者に限る

条件付きの指定を行う。

【認知症対応型共同生活介護・介護予防認知症対応型共同生活介護】

事業所名 事業所所在地 申請者名 利用定員 指定年月日

健康倶楽部

志木幸町

埼玉県志木市幸

町２－４－１６

株式会社

アイム志木
18 名 平成 24 年 8 月 1 日

資料 ９



～参考～

（指定地域密着型サービス事業者の指定）

○ 第七十八条の二 第一項

第四十二条の二第一項本文の指定は、厚生労働省令で定めるところにより、地域密着型

サービス事業を行う者（地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を行う事業にあって

は、老人福祉法第二十条の五 に規定する特別養護老人ホームのうち、その入所定員が二

十九人以下であって市町村の条例で定める数であるものの開設者）の申請により、地域密着

型サービスの種類及び当該地域密着型サービスの種類に係る地域密着型サービス事業を行

う事業所ごとに行い、当該指定をする市町村長がその長である市町村の行う介護保険の被保

険者に対する地域密着型介護サービス費及び特例地域密着型介護サービス費の支給につ

いて、その効力を有する。

（指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定）

○ 第百十五条の十二第一項

第五十四条の二第一項本文の指定は、厚生労働省令で定めるところにより、地域密着型

介護予防サービス事業を行う者の申請により、地域密着型介護予防サービスの種類及び当

該地域密着型介護予防サービスの種類に係る地域密着型介護予防サービス事業を行う事

業所（以下この節において「事業所」という。）ごとに行い、当該指定をする市町村長がその長

である市町村の行う介護保険の被保険者に対する地域密着型介護予防サービス費及び特

例地域密着型介護予防サービス費の支給について、その効力を有する。


